
群馬県環境森林部インターンシップ（学生実習生受入れ）実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、群馬県環境森林部（以下「群馬県」という。）が実施するインターンシッ

プ（学生実習生受入制度）における実習（以下「実習」という。）に関する必要な事項を定

めることにより、学生に就業体験を行わせ、職業認識の向上並びに県政及び環境森林行政

に関する理解を深めることを目的とする。 

（実習の申込等） 

第２条 大学（大学院を含む）、短期大学及び高等専門学校等（以下「大学等」という。）に在

籍する学生（この要綱において「学生」という。）のうち、実習を希望する学生は、「ぐんま

電子申請受付システム」により申し込むものとする。 

（学生実習生） 

第３条 学生実習生は、次に掲げる基準に該当する者とする。 

（１）県政及び環境森林行政に関心があり、専門的な実習を積極的に行う意思を有する者 

（２）服務規律を遵守することが確実である者 

２ 群馬県環境森林部環境政策課課長（以下「環境政策課長」という。）は、前条により申込

みのあった学生の在籍する大学等の代表者（以下「大学等の長」という。）に対して、受入

れの可否を決定するために必要な範囲内で、当該学生に関する情報を請求することができ

るものとする。 

（受入れ可否の通知） 

第４条 環境政策課長は、受入れの可否について、学生実習生決定通知書（別記様式第１号）

により、大学等の長及び学生実習生に通知するものとする。 

（実習に関する定め） 

第５条 実習を行う所属及び期間並びに就業体験の内容は、環境政策課長がこれを定めるも

のとする。 

２ 実習を行う時間は、原則として月曜日から金曜日まで（国民の休日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する祝日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分ま

でとする。 

３ 群馬県知事及び環境政策課長は、学生実習生に対して、報酬、賃金、居住地から実習場

所までの交通費、食費その他実習に伴ういかなる経済的負担も行わない。 

（服務） 

第６条 学生実習生は、実習中は専ら所定の就業体験に専念し、実習の目的の達成に努めな

ければならない。 

２ 学生実習生は、実習中、群馬県職員が遵守すべき法令、条例等並びに環境政策課長及び

学生実習生の指導監督等を担当する職員（以下「実習担当者」という。）の指導、指示等に

従わなければならない。 

３ 学生実習生は、実習により知り得た情報（公開されているものを除く。）を漏らしてはな

らない。実習の終了後においても同様とする。 

４ 学生実習生は、実習の成果として論文等を発表する場合には、事前に環境政策課長及び

実習担当者の承認を得なければならない。 

５ 学生実習生は、やむを得ない事情により実習を受けることができない場合には、あらか

じめ実習担当者にその旨連絡しなければならない。 



（誓約） 

第７条 学生実習生は、群馬県知事に対して、誓約書（別記様式第３号）を実習前に提出し

なければならない。また、大学等の長は、学生実習生に対して、当該誓約の遵守について

指導するものとする。 

（実習担当者、実習プログラム及び受入所属の役割） 

第８条 学生実習生が実習を行う所属の長は、実習の円滑かつ適切な実施を図るため、当該

所属内において、実習担当者を指名するものとする。 

２ 実習担当者は、インターンシップ実習の内容等を定めた実習プログラムを定めるものと

する。 

３ 実習担当者は、大学等の長から実習結果等についての報告を求められた場合は、これを

作成し、大学等の長及び環境政策課長に提出するものとする。 

（実習の中止） 

第９条 環境政策課長は、次の各号のいずれかに該当することを認める場合は、実習を中止

することができる。 

（１）学生実習生が第６条に規定する服務に従わないときその他実習を継続することが困難

であると認められるとき。 

（２）実習を継続することにより、業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。 

（３）実習の目的を達成することが困難であると認められるとき。 

２ 環境政策課長は、前項の規定により、実習を中止した場合は、その旨を大学等の長に通

知するものとする。 

（事故責任等） 

第１０条 学生実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習

中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。 

２ 学生実習生は、故意又は過失をもって第６条第２項から第５項までの規定に反する行為

により、群馬県又は第三者に対して損害を与えた場合には、これらに対して責任を負わな

ければならない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、群馬県が実施するインターンシップの実習に関し

必要な事項は、その都度、環境政策課長と大学等の長が協議の上、定めることとする。 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年５月９日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年５月２５日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年７月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年５月２１日から施行する。 


